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※１ 　速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※２ 　速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関
連通達・指針です。

起因物

災害発生
状況
※1

 

　エレベーターを上昇させた際、積
載していた荷物が崩れ、搬器と昇降
路の間に挟まり、搬器が停止。復旧
のため搬器に乗り込んだところ、搬
器が落下し、搬器上部の鉄骨梁と床
面の間に挟まれたもの。

想定され
る再発防
止対策
※２

○

○

エレベーター構造規格を満たさない違法エレベーターは使用し
ないこと。使用する場合には、搬器に壁を設置するなどエレ
ベーター構造規格を満たした構造に改修すること。

エレベーターが故障した場合の処置について関係者に周知させ
ておくこと。

その他の動力運搬機 事故の型 はさまれ・巻き込まれ

広島労働局 健康安全課
各 労働基準監督署
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